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＜報告事項５ 別添資料＞ 
平成 24 年決算特別委員会質疑応答要旨 

                                平成 24 年 10 月 25 日（木） 

                                部局名：教育委員会 

質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

＜決算審査の考え方、施策展開表＞ 

（相坂委員） 

説明書、施策展開表について、アンケート結果や

統計数字は記載があり、そこから把握することがで

きるが、そうした現象が起こっている原因、内容、

改善へのアプローチ、効果をどのように読み取れば

よいのか、分かりにくい。他部局も同じ傾向と思う

が、何を伝え、審査の対象としたいのか、基本的な

考え方をうかがう。 

 

 

(相坂委員) 

誰が施策展開表を評価しているのか。 

 

(再質問) 

外部評価も必要ではないか。 

 

＜授業が分かると回答した子どもたちの割合＞ 

（相坂委員） 

「授業が分かる」と回答した子どもたちの割合が

80％である。全国水準の学力テストの結果と比べて、

「授業が分かる」と回答した子どもたちの割合をどう

とらえているのか。 

 

 

 

 

（再質問） 

進学結果と確かな学力との関係についての所見を

うかがう。 

 

 

 

 

＜教職員のメンタルヘルス＞ 

（相坂委員） 

 

（財務課長） 

地方自治法第 233 条第５項「長が決算を議会の認

定を付するに当たっては、当該決算に係る会計年度

における主要な施策の成果を説明する書類その他政

令で定める書類を併せて提出しなければならない」

とされており、それを基に説明書を調製しているが、

限られた審査時間、簡便に説明する趣旨から、説明

文、内容、濃度については、全庁的な横並びの観点

で説明している。今後、説明の向上に努めていく。 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

指標に基づき教育委員会で評価し、決算特別委員

会で審査していただく。 

 

施策展開表は、全庁統一様式で行われている。 

 

 

（事務局参事兼学校教育課長） 

アンケートは、子どもたちが一時間一時間の授業

が分かっているのを問うものである。割合が低けれ

ば、より分かりやすく授業を行うようにとの子ども

から教師へのメッセージでもある。それに対して、

学力は授業の積み重ねの上にあり、内容の定着は、

学校の取組や本人の努力による。学力を測る尺度は

多岐に渡るが、現在国が行っている全国学力学習状

況調査により、その状況を知ることができる。 

 

子どもが自分の個性を社会で生かすかを自分の目

標として、進路を描きながら進学を決定するもので

あるため、個々の進路を、学力の高さで進学との関

係で考えるのは難しい。学校では、一人一人の志や

目標をかなえられるように相談しながら、力を付け

るように努めている。 

 

（福利課長） 
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 精神疾患による長期特別休暇取得者の支援件数が

278 件であるが、先生が休んだ場合、子どもたちはど

のような受け止め方をしているのか。 

 

（再質問） 

 若い教員の精神疾患が多いとのことだが、私の経

験上二十代に発症する場合、十代に兆候が出ている

場合が多い。採用する際の傾向、適性判断をどのよ

うにしているのか。 

 

＜規範意識＞ 

（相坂委員） 

「自分が日常接する青少年の規範意識が高まって

いる」と感じる県民の割合が低いが、調査方法をう

かがう。 

 

 

＜有害情報環境対策の推進＞ 

（相坂委員） 

 子どもたちがインターネットなどで被害に遭うこ

とが多い。いじめもインターネットが使用されてい

る。有害情報環境対策事業では、どのような内容の

取組をしているのか。 

 

 

 

 

 

 

＜教職員の不祥事根絶対策＞ 

(渡瀬委員) 

これまでの不祥事根絶対策の成果はどのように 

感じているか。 

 

 

 

 

 

(再質問) 

 不祥事根絶のための取組予算 36 万円は、クレーム

対応学校支援事業 947 万円と比べても少ないが、ど

長期特別休暇取得者が復職する場合は健康審査会

で審査するが、校長からは、教員が休めば子どもた

ちは心配し、復職すれば喜んでいるとのことである。 

 

（事務局参事兼学校人事課長） 

慎重に教員としての適性を見極める選考をしてい

る。特性を活かしながら、筆記に加え、複数回の面

接、適性検査のやり方の見直しなど、選考の改善を

続けている。 

 

 

（教育政策課長） 

知事部局が実施する「県政世論調査」を採用して

いる。それ以外の教育に関する調査は、「県民対象調

査」等を行っている。20 歳以上 2,500 人を対象に全

区域で人口比に応じて、層化二段無作為抽出してい

る。 

 

（社会教育課長） 

非出会い系サイトに特化したケータイ上の有害情

報の実態やインターネットの安全安心な利用情報を

発信すること、さらに、大人のケータイスキルを超

えた子どもたちの現状を大人たちに知ってもらうこ

とを目的としている。有害情報環境に詳しいＮＰＯ

法人に事業を委託して、生徒指導を行う教員、ＰＴ

Ａや地域自治体の関係者を対象とした講座を実施し

ている。平成 23 年度は、1,606 人が参加し、参加者

から周りの大人に講座内容を広めてもらう効果も狙

っている。 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

本年度も不祥事が発生したことは、痛恨の極みであ

り、一人一人の心に届く取組の難しさを痛感している。

教育長・教育次長による全県立学校訪問や、各学校か

ら提出された報告書の内容からは、職員の不祥事根絶

に向けた意識が高まってきている。足りない部分につ

いては、各学校に計画に沿い粘り強く指導していく。 

 

外部講師料を計上しているほか、事務局職員で対

応している。クレーム対応事業については、弁護士、
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

のように感じているか。 

 

 

（小野（達）委員） 

 35 万円の予算以外に不祥事根絶のために使った経

費があるか。 

 もう少し進んだ考え方でやってほしい。（要望） 

 

（盛月委員） 

セクハラ相談窓口の多様化について、どのような

対応を図ったのか。相談員の男女比率はどうか。 

 

 

 

 

（再質問） 

相談しやすい環境づくりのための対応について、

人数を増やすだけで良いのか。今、どんな形で相談

を受けているのか、人数を増やすだけでなく、この

制度を早期発見につなげてほしい。 

 

 

（早川委員） 

不祥事根絶に向けた報告書の総括についてうかが

う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（早川委員） 

不祥事根絶への取組には、人権教育が重要である。

「人権教育に関する校内研修を実施した学校の割合」

は、平成 23 年度は 93％であるが、未実施の状況と課

相談員の人件費である。今後、必要があれば、予算

要求していく。 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

外部講師招聘のための経費のほか、事務局内部で

対応している。 

 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

相談員を増員し、相談しやすい環境づくりをし、

様々な意見を聞けるようにした。これまで各学校に

２人配置していたが、学校により４，５人と増員し

ている。学年ごとに置くなどの対応をしている。女

性割合は小学校 53.4％、中学校 50.6％、高等学校

59,4％、特別支援学校 64.3％である。 

 

 アンテナを高くすることが大切であると考え、ま

ず直接面談する窓口を増やしたほか、相談員対象の

研修会を充実させ、実際の相談に役立ててもらって

いる。積極的に制度を周知し、生徒だけでなく保護

者にも利用できるようにしている。 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

不祥事根絶委員会を設置し、まず不祥事の原因を

分析した。赴任１，２年目の職員に多いこと、６月

に多いこと、さらに、わいせつ行為等に限定すると、

生徒との距離感がずれている、メールのやり取りが

発端、相談窓口が十分に機能していないなどの原因

が分かった。個人の問題、性癖等の内的要因や、環

境等の外的要因が複雑にからみ起こることが分かっ

た。これらをもとに、どう取り組んでいったらよい

か対策を考えた。具体的には、コミュニケーション

の活性化や面談の充実、職場の雰囲気を変えていく

ことなどである。これらの取組を計画的、継続的に

実行している。各学校の取組については事務局で把

握し、フィードバックしている。 

 

（教育政策課人権教育推進室長） 

校内研修実施率 93％には、セクハラ等の研修は含

まれていない。その実施数値を含めると 100％にな

る。93％は、セクハラを除いた人権教育推進のため
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

題についてうかがう。 

 

 

 

 

 

 

 

＜広報広聴＞ 

（渡瀬委員） 

移動教育委員会の年間５回の内容、成果、今後の

展望及び「Ｅジャーナルしずおか」の配布先、成果、

今後の展望についてうかがう。 

 「Ｅジャーナルしずおか」は、地域に行くとあま

り見当たらないので、引き続き啓発してほしい。（要

望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜競技スポーツの振興＞ 

（渡瀬委員） 

 国民体育大会の成績が下降傾向にあるが、成果と

今後の展望についてうかがう。 

常にトップ 10 に入るよう頑張ってほしい。（要望） 

 

 

 

 

 

 

＜ファシリティマネジメント＞ 

（鈴木（智）委員） 

施策展開表に「県立学校施設を適切に維持管理す

るため、経営管理部が主体となって行っているファ

シリティマネジメント担当者ワーキング等におい

て、ファシリティマネジメントの導入、活用につい

の研修と捉えており、この数値が上がったことは、

各学校で積極的に人権教育を推進していることの表

れである。人権教育の推進のため、公立学校全管理

職を対象とした研修の実施やライフステージに応じ

た教職員の研修会の全てに人権教育を加えているほ

か、悉皆研修においても人権教育が行われるよう工

夫している。これらの取組が、人権教育の一層の推

進やセクハラ防止につながるよう期待している。 

 

（教育政策課長） 

平成 19 年度から、毎年５地区で開催している。教

育委員が直接現地に出向き、特別支援学校、小中学

校、高校等のＰＴＡ、地域住民、教職員と直接意見

交換をしている。県の施策説明や、皆様の意見をい

ただく、広報広聴の機会として活用している。教育

委員が住民や保護者から直接意見を伺うため、県の

施策に反映できる。 

「Ｅジャーナルしずおか」は、県議会議員、国公立

学校教職員、ＰＴＡ関係者、また県民向けには、公

民館や図書館、青少年施設や文化施設等を通じて配

布している。学校や教育委員会の取組だけでなく、

学校が地域と協働して行っている活動や児童生徒が

様々な場面で行っている活動を取り上げているた

め、多くの反響がある。 

 

（スポーツ振興課長） 

静岡国体以降成績は好ましくない。指導者の世代

交代が円滑でなかったこと、東海ブロック大会の勝

ち抜け数の減少など、新たな強化の課題に対する対

応が十分でなかったことが、低迷の原因である。 

今後、競技団体からのヒアリングにより、強化の

状況等を十分に把握すること、少年の部が鍵となる

ことからジュニア世代の育成・強化を一層推進する

こと、新たな指導者の養成を進めることにより、強

化を図りたい。 

 

（財務課長） 

主に本年度調査している。経営管理部を主体にフ

ァシリティマネジメント全体の導入について、他県

の状況調査や本県の施設について、いつ頃の建物が

どのくらいありどのような管理状況かを調査したと
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

て調査を進めた」とある。教育委員会所管の建物は

多く、財政的にも厳しい中、１日も早くファシリテ

ィマネジメントを行い、より効果的に持続可能な形

で維持してほしい。具体的調査内容といつ頃から始

める予定であるか。 

 

＜中央図書館の貸出冊数＞ 

（鈴木（智）委員） 

 中央図書館の指標が掲載されていない。昨年度の

資料では、年間貸出冊数が約 109,000 点であったが、

平成 23 年度の貸出冊数をうかがう。 

 

（再質問） 

 平成22年度の109,000点から大きく増加している

がその理由は何か。 

 中央図書館の指標を掲載すべきである。（意見） 

 

＜子どもをはぐくむ活動への積極的参加割合＞ 

（鈴木（智）委員） 

 指標の数値が平成 19 年度から減少傾向にある。東

日本大震災による影響だけではなく、他に原因があ

るのではないか。「地域の子どもは地域で育む体制づ

くり」が着実に進められているとしているが、その

根拠を示してほしい。 

 

 

 

 

 

＜総合教育センター使用料＞ 

（鈴木委員） 

収入済額 197 万円余には、宿泊施設の宿泊料が含

まれているのか。 

 

 

（再質問） 

 維持費が多額のため、歳入確保が必要であるが、

宿泊施設の有料での一般開放についてうかがう。 

 

＜ニュートン・プロジェクト推進事業＞ 

（曳田委員） 

ころである。今後、県として全庁的にどのようにア

セットマネジメントを図っていくのか検討する。 

 

 

 

 

 

（社会教育課長） 

昨年度の個人貸出冊数は 140,772 点であった。 

 

 

 

 

平成 21、22 年度は耐震補強工事を実施しており、

閉館時期があったため、例年よりも少なかった。 

 

 

 

（社会教育課長） 

 アンケートの質問は「この１年で「子どもをはぐ

くむ活動」に参加したか」とした県民調査であり、

「積極的に参加」の定義を月１回以上参加している人

の割合としているため、なかなか数値に表れていな

い。当課が分析した原因を提示した。平成 23 年度に

学校支援地域本部事業が 84 か所、放課後子ども教室

事業が 112 か所で実施されており、これらを実施す

る核となる組織が徐々に増えてきており、着実に進

められているとした。参加する人と全く参加しない

人の二極化が課題である。 

 

（教育政策課長） 

宿泊施設の宿泊料は無料である。研修生のリネン

代や一部食費については、実費負担となっているが、

この中には含まれていない。収入済額は、講堂、大

研修室等の一般開放の利用料である。 

 

宿泊施設の位置付けは、教育研修施設であるため、

旅館業法の適用を受けていないことから、一般から

は料金を徴収できない。 

 

（学校教育課高校教育室長） 
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 ニュートン・プロジェクト推進事業の実施状況、 

成果及び今後の見通しについてうかがう。 

 ニュートン・プロジェクトのような事業について

は是非進めてほしい。（要望） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業仕分けへの対応＞ 

（早川委員） 

 平成 22 年度の事業仕分けでニュートン・プロジェ

クト推進事業のうち、ニュートン・アカデミー及び

ニュートン・セミナーが要改善、ニュートン・スタ

ディは不要の評価になり、平成 23 年度は減額してい

るが、どのように対応したのか。 

科学に関しては力を入れるよう十分検討してほし

い。（要望） 

 

（早川委員） 

平成 22 年度に「家庭教育支援事業」の中で、「相

談体制の充実事業」「親学推進事業」は「不要」との

判定を受けているが、平成 23 年度に「実情に応じた

家庭教育を支える体制づくりの推進」として、同様

の事業がなされている。事業仕分け後に、どのよう

に見直し、事業を実施しているのか。 

 

 

 

 

 

 

 ニュートン・キャンプでは、宇宙航空研究開発機

構での１泊２日の見学等を行った。ニュートン・チ

ャレンジでは、静岡大学、静岡県立大学の 13 講座で

大学生とともに研究活動を行った。ニュートン・セ

ッションでは、３校３団体（沼津工業、富岳館、静

岡農業）が学会で発表した。ニュートン・セミナー、

地域教材センターについては理数科設置校８校で実

施し、小中学生向けの科学教室では理数教育の底辺

を広げるという意味で積極的に活動した。 

成果としては、平成 22 年度に参加した生徒 36 人が

今年３月卒業しており、29 人が四年制大学に進学した。

工学部 13 人、農学部７人、その他理系学部４人であっ

た。この事業の一環としてＮＡＳＡに行った生徒の中に

は、東北大学の航空工学に進んだ生徒もいる。 

本年度は、伊豆半島の地形観察や地震研究者によ

る講義等を行うニュートン・アースを加えた。また、

全国的な規模で行われる「科学の甲子園」もニュー

トン・プロジェクトに取り込んで実施している。 

 

（学校教育課高校教育室長） 

 平成 22 年度までは、高校生をアメリカに派遣し、

ＮＡＳＡ等を視察するニュートン・スタディを行っ

ていたが、平成 23 年度はこれを廃止したため減額と

なっている。 

 

 

 

 

（社会教育課長） 

 家庭教育事業の全ての事業を廃止した。具体的に

は「お父さんの子育て手帳」を印刷、配布して活用

を促していたものをホームページ上に掲載し、ダウ

ンロードして使用できるように見直した。また、「家

庭の日の優待制度」「子育て応援キャラバン」「家庭

教育相談充実事業」「親学推進事業」については廃止

した。事業は、不要の判定となったが、「家庭教育の

大切さ」については、様々な意見をいただいている

ところである。当課としては、必要なところに必要

な支援が差し伸べられていたかを改めて検討すべき

と考え、平成 23 年度は小学生保護者にアンケートを

行い、保護者の持つ悩みやどのような支援を求めて
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 

 

＜文化財保護体制の整備＞ 

（曳田委員） 

 県文化財建造物監理士登録後の昨年度の活動は、

どのようなものか。 

 

 

（再質問） 

ハード面（建造物）の取組のほかに、ソフト面で

の文化財保護に関する議論や取組はされたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜学校支援地域本部事業＞ 

（小野（達）委員） 

 学校支援ボランティア、地域コーディネーターを

配置について、どのような方に依頼し、どの程度の

経費がかかったか。 

 地域に情熱を持った方も多い。様々な立場から支

援が得られる体制づくりに努めてほしい。（要望） 

 

 

 

 

＜防災対策の推進＞ 

（盛月委員） 

連絡会議の開催率は、平成22年度96％から平成23

年97％に上がったが、幼稚園は91％から上がったか。 

 

＜スクールカウンセラーの配置＞ 

いるかを調査するとともに、調査結果を分析するた

めの検討委員会を開催した。 

 

（文化財保護課長） 

県内の伝統的建築物を探し、概要調査を 70 件行っ

た。また、登録有形文化財につなげられるような、

建物の由来や図面に落とすなどの詳細調査を15件行

った。 

 

11 月上旬を「文化財ウィーク」と位置付け、市町

や文化財所有者と連携しながら県内各地で文化財講

演会やウォーキング、公開事業を実施している。下

田市で「歴史を活かしたまちづくり」をテーマにシ

ンポジウムを実施した。 

また、毎年民俗芸能フェスティバルを開催してい

る。昨年度は伊東市で「神の舞競演」と題して、伊

豆半島の特徴的な民俗芸能と、岩手県大船渡市の虎

舞の上演を行った。 

さらに年度末には新東名開通を機会に、身近にな

る文化財に関心を持ってもらうように「新東名で行

く！ふじのくに文化財探索まっぷ」を作成した。 

加えて、県内の大学やＮＰＯ等と協議を重ね、昨

年度末の３月に「県文化財等救済ネットワーク」を

立ち上げ、災害時における体制を整備している。 

 

（社会教育課長） 

 経費のほとんどは、地域コーディネーターの人件

費である。コーディネーターは、学校が必要とする

支援に関し、地元のボランティアとの橋渡しする業

務を行っている。この地域コーディネーターを配置

するのが、本事業の主目的である。地域コーディネ

ーターの人件費は、事業費の約 77％である。なお、

学校支援ボランティアは特別なスキルを持った方に

は謝金を支払うが、ほとんどの方は無料で業務に当

たっている。 

 

（事務局参事兼教育総務課長） 

幼稚園の開催率は、平成 23 年度も 91％で変わらな

かったが、高校での開催率が 88％から 94％に上昇し

たため、全体で 97％になった。 
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

（盛月委員） 

平成 23 年度は、小学校 173 校、中学校 324 校に配

置している実績の評価をうかがう。 

 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

全校に常勤で配置することが望ましいが、今後も

引き続き全校配置を目指すのか考えをうかがう。 

 

＜子ども読書アドバイザーの養成＞ 

（盛月委員） 

 39 名が受講しているが、平成 23 年度の受講者数の

目標、受講者数のとらえ方についてうかがう。 

 

 

 

（再質問） 

 平成 23 年度の養成期間の前半を終えた段階で、受

講者が学校や地域で活動した実績はあるのか。 

 

 

 

 

 

 

 

＜教育管理費の繰越＞ 

（仁科委員） 

第３目教育管理費で支出済額 73 億 6,512 万円余、

繰越額 10 億 6,920 万円余の内訳は、「地震対策緊急

整備事業費」「県立学校等施設整備事業費」「県立学

校等安全安心緊急対策事業費」とのことである。「地

震対策緊急整備事業費」、「県立学校等施設整備事業

費」は「繰越額は諸条件の調整に日時を要したこと

による」、「県立学校等安全安心緊急対策事業費」は

「国の補正予算に伴って」との理由となっている。発

（学校教育課小中学校教育室長） 

中学校の拠点校へ配置し、中学校区で同じスクー

ルカウンセラーを活用している。中学校へ進学して

も同じスクールカウンセラーに相談できるため、保

護者から高く評価されている。子どもの相談は、友

達に関すること 5,937 件、学習や進路に関すること

4,882 件、保護者からは、家族に関すること 3,966 件、

子どもの学習や進路に関すること3,743件であった。

スクールカウンセラーや学校、子どもや保護者等の

評価や意見を次年度の事業の改善に活かしている。 

 

本年度は、全校配置を継続することができた。来

年度も全校配置の継続を目指し、子どもの心の安定

に努めていく。 

 

（社会教育課長） 

 読書アドバイザーとは、読書ボランティアをリー

ドする役割を担っている。平成 20 年度から 23 年度

の間に 120 名の養成を目標に定め、平成 20 年度 39

名、21 年度 43 名、22 年度及び 23 年度で 39 名を養

成し、合計 121 名となり目標を達成した。 

 

養成講座参加者は、読書ボランティアの経歴があ

り、既に読書に関する知識を持っている。講座内容

は、学校との橋渡し、図書館教育の目的、コーディ

ネーターとして図書館における役割を認識させる講

義や受講者自身がテーマを持ちレポートを作成させ

るなど多岐に渡る。 

 リーダー役として、市町の中でボランティアグル

ープを統率し、勉強会を独自で開催したり、市町間

での交流会や広域での勉強会などで活動している。 

 

（財務課長） 

「地震対策緊急整備事業費」については、多目的体

育館やプールの付属棟等の耐震工事を行っている。

部活動や学校の行事等との調整、設計段階で見直し

が必要となる場合もあることから一部繰越が生じて

いる。「県立学校等施設整備事業費」については、工

事を行うに当たり、周辺住民との意見調整に日時を

要することもある。「県立学校緊急津波対策事業」に

ついては、６月・９月補正予算に計上した事業で、
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

注した時期と諸条件とは具体的に何を指しているの

か。 

予算は単年度であり、教育委員会は率先して勉強

しやすい環境を作ることは当たり前のことだと思う

が、繰越について教育委員会はどのように考えてい

るのか、対象の学校数と原因、防げるものなのかう

かがう。 

 

 

 

 

（再質問） 

教育委員会とすれば多目的体育館、付属棟は初め

てのものではなく、現場は違ってもノウハウは分か

っているはずである。工事現場周辺の調整は、よほ

ど周辺に迷惑がかかる場合は別にして、どこの高校

でも耐震補強等を行っているため、理由にはならな

いのではないかと思うが、本当に遅れている理由に

ついてうかがう。 

 

（再々質問） 

第三者から見ると、学校の工事は教育委員会内部

のことであり、学校施設の整備をするに当たり、現

場の長と教育委員会事務局との調整は必ず行ってい

るはずである。現場においても、危険を回避するた

めなので協力してもらうようにしなければ工事は遅

れてしまうが、発注姿勢と考え方をうかがう。 

 

＜教職員研修＞ 

（大池委員） 

 毎年働き盛りの教員が、100 人程ほぼ同じ派遣先に

研修に行っている。特に大学をでた教員が、また大

学に派遣されている。研修の効果、成果についてう

かがう。 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

執行時期が年度後半にずれこんだこと、地盤調査、

設置場所の状況確認等に日時を要し、設計に日時を

要した。 

「県立高校太陽光発電設備設置事業費」について

は、震災の影響を受け、施工業者側の製品の受注の

時期が遅れた。 

単年度予算の執行が原則であるが、厳密に貫けな

い状況もある場合、繰越明許費として２月議会にお

いて議決いただき、本年度執行している。事業の早

期の完成と効果発現が重要であるため、できる限り

迅速に工事を執行していく。 

 

耐震補強工事の内訳は、藤枝東高校の多目的体育

館、浜松城北高校の実習棟、部室、プール付属棟で

ある。２校４棟分になる。６月までに３棟が完了し、

８月までには残り１棟も完了した。学校毎の施設に

差異があること、学校の利用との調整が主な理由で

ある。 

 

 

 

早期の発注、完成は我々に課せられた大きな命題

である。今後、発注までの期間短縮、事前に要因に

ついて予測した上で施行管理を適正に行い、年度内

完成率を高めていきたい。 

 

 

 

 

（事務局参事兼学校人事課長） 

毎年小中学校、高校、特別支援学校の教員を大学、

大学院、総合教育センター等へ、長くて２年、短く

て２か月、目的と効果を考えながら派遣している。

内地留学の場合、高校の場合など最新のニーズを学

校と検討して派遣先を決定するなど時代に即して実

施している。一方、定点的に派遣する場合もある。

働き盛りの教員の派遣が多く、有能な職員が抜ける

ことにより、現場は苦しいが、研修後は、資質が向

上し、知見を広め、ネットワークを開拓するなどの

利点を現場で活かしていくことができる。 

 



- 10 - 

質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

研修後の成果だけではなく、効果があったのか。 

 

（再々質問） 

子どもたちに対する効果についてうかがう。 

 

＜生徒との信頼関係＞ 

（早川委員） 

 「信頼できる先生がいる」と答える児童生徒の割

合は、平成 23 年度は高校で 62.8％である。４割近く

が、信頼できる先生が学校にいないということにな

るが、この実態の認識について、また中学校では、

平成22年度に比べ減少しているがその原因について

うかがう。 

 

 

 

（鈴木（澄）委員） 

「信頼できる先生がいる」と答える児童生徒の割合

について、平成 23 年の数値が、高校では増加、中学

校では減少しているが、高校における取組を中学校

に活用できないかうかがう。 

 

（再質問） 

 高校での対応を中学校へアドバイスしないと数値

は上がらない。中高なら年齢的にも近いので、同じ

対応が可能と思うが、その点について再度うかがう。 

 

 

 

（森委員） 

 「信頼できる先生がいる」と答える児童生徒の割

合について、中学校の数値が減少しているが、どの

ような問題があるか。また、目標数値達成に向けて

の取組についてうかがう。 

 

 

 

 

 

 

 

研修報告書を提出させ、周知している。 

 

 

授業等の場において還元している。 

 

 

（教育政策課長） 

 経年変化をみると、小学校では少しずつ上がって

おり、中学校では、平成 21 年をピークにやや下がり

始めているが、これは不祥事の影響があるかと思わ

れる。また、高等学校は、平成 19 年から上がっては

きているが、まだ６割程度であり十分な数値ではな

いと考えている。不祥事根絶の対策も踏まえながら、

子どもたちに信頼される先生をより多く育成してい

きたい。 

 

（教育政策課長） 

不祥事根絶の対応と同時に、子どもたちと向き合

う時間をできる限り確保して、その中で、信頼回復

を図りたい。 

 

 

 高校での実践事例を中学校へアドバイスする提案 

をいただいた。実際には、教育相談体制の整備をす

る際、小・中学校教員の研修において、高校の事例

を紹介するなど、小・中・高の連携をしている。な

お、この評価は各学校にフィードバックしており、

現場にこの状況を理解してもらうようにしている。 

 

（教育政策課長） 

 教員の不祥事の影響と学習指導要領改訂の移行期

との両方の要因がある。信頼できる先生を育成する

ため、子どもと向き合う時間をできる限り多く確保

していきたい。なお、中学校教員に対しては、学習

指導要領改訂に対応した研修を実施している。また、

高等学校は平成25年から新たな学習指導要領に移行

するため、事前の研修で対応していきたい。当初、

目標値は、学校種により違っていたが、「『有徳の人』

づくりアクションプラン」策定の際に、高い数値目

標に合わせるべきとの考えから変更した。高校にお

いても、小学校での良い実践例を共有しながら、目
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 

＜魅力ある学校づくりの推進＞ 

（早川委員） 

 「研修を役立てた」と答える教員の割合は、平成

23 年度は高校で 55.7％である。半数近くが、研修が

役立っていないということになるが、この実態をど

のように認識しているか。 

 学校のニーズを踏まえた研修を実施してほしい。

（要望） 

 

 

＜収入未済額の縮減＞ 

（早川委員） 

 進学奨励費貸付金の滞納件数、最長滞納期間、滞

納者の家庭状況の把握状況、返還計画の見直し件数、

返還免除制度利用件数についてうかがう。 

 また、高等学校等奨学金返還金と教育奨学金の滞

納件数、業務要員、臨時事務職員人件費についてう

かがう。 

借りたものは返すという大前提を念頭に、その上

で、必要な措置を講じてほしい。奨学金申請者は、

経済的困難が前提であることから、債務者へのきめ

細やかな相談や免除制度の導入、また、就職困難の

問題については、経済産業部と連携して、体制づく

りをしてほしい。（要望） 

 

 

 

 

 

 

 

＜教職員の人事管理＞ 

（宮城委員） 

小学校数の減、高校の教職員数の減の理由、小中

学校の非常勤講師の割合についてうかがう。 

 

＜子どもの栄養バランスの充足率＞ 

（鈴木（澄）委員） 

子どもの栄養バランスの充足率の平成25年の目標

値は 100%であるが、現在は 50.8%である。このまま

標数値達成を目指していきたい。 

 

（教育政策課長） 

教員は子どもたちの発達段階に応じた対応をして

いる。小学生、中学生、高校生、特別支援それぞれ

に対応する仕方が異なることから、研修のニーズも

違う。それぞれ違う研修を用意することが必要であ

ると考える。 

平成22年度末に策定した新たな研修指針を学校現

場に広めつつ、より教員のニーズを把握しながら研

修を実施していきたいと考える。 

 

（教育政策課人権教育推進室長） 

経済的な理由により貸与を受けていた者が、社会

情勢により定職に就けないことが大きな要因であ

る。また、定職に就いていても低所得の場合もあり、

生活が不安定となり返還ができないものである。最

近の要因では、保護者の高齢化がある。これは奨励

費の性質上、債務者本人が知らず、保護者が返還し

ている場合が多い。高齢化により年金生活となった

ために、結果的に収入未済となっている。滞納状況

は、平成 23 年度末で 45 人、総額は 865 万円余とな

っている。滞納者へは、督促状のほか、電話や個別

訪問等をしており、訪問の際に返還計画の見直し相

談を行っている。 

 

（学校教育課参事） 

滞納件数は、高等学校等奨学金が 36 人、566 万円

余、教育奨学金が 179 人、2,269 万円余である。業務

要員は５人であり、人件費については、賃金が 857

万円余、社会保険料 218 万円余、計 1,075 万円余で

ある。 

 

（事務局参事兼学校人事課長） 

小学校数の減については統合によるもの、高校の

教職員の減は学科改編によるものである。 

 

 

（事務局参事兼学校教育課長） 

子どもの栄養バランスの充足率が上がらない実態

を調べたところ、家庭のゆとりがなく、あわてて登
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

では目標に届かないが、どのように考えているか。 

 

 

 

 

 

（再質問） 

学校と家庭の連携のあり方に基本的な課題があ

る。その一部が子どもの栄養バランスの充足率に現

れていると考えるが分析はどうか。大局的な見方で

学校と家庭の連携をどのように考えるか。 

 

 

 

 

 

＜高等学校の特別支援教育の充実＞ 

（鈴木(澄)委員） 

 「特別な支援が必要な生徒のための個別の指導計

画を作成している学校の割合」については目標が

50％であるが、平成 23 年度では 11.3％に落ち込んで

おり、目標達成はきわめて厳しい状況である。校内

委員会の設置等の課題をあげているが、課題に対し

て５年間どのように取り組んできたのか。 

 

 

 

 

（再質問） 

 地域の小中学校では特別支援教育の必要な児童生

徒が認識されて個別の指導計画が作成されているの

に、その子たちが入学する高等学校では認識されな

いのはどういうことなのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

校するなどの生活習慣ができていないことが理由で

あると分かった。学校では、学級懇談会等を通して

規則正しい生活をするように指導しているが、指導

が必要な家庭に学校の声が届かない現状がある。学

校と家庭の連携が充実するように努力しているとこ

ろであるが、今後も方策を考えていきたい。 

 

早寝、早起き、朝ごはんと言う標語があるように、

規則正しい生活習慣と、朝食は重要だと考えている。

他の調査である、朝食の摂取率は高まっている。さ

らに、朝食の栄養バランスを充足させようと考え、

本調査を行っている。保護者が炭水化物、たんぱく

質、ビタミン等の栄養バランスの取れた朝食を作る

余裕がなくなっていることが、原因と考え、学校と

家庭の連携を啓発しているところである。現状とし

て難しいところもあり、課題として受け止めている。 

 

（学校教育課高校教育室長） 

 高等学校では、教員の特別支援教育に関する理解

が遅れていた現状がある。自校に対象の生徒がいれ

ば個別の支援計画を作成するという実態がこの数値

に表れているのではないか。特別な支援を必要とす

る生徒がどの学校にもいるという理解を進めなが

ら、支援計画を作成するよう指導していきたい。な

お、現在すべての高校に特別支援教育を担当する教

員を置いている。また、各地区の拠点校７校に学校

支援心理アドバイザーを置き、各地区の特別支援教

育の指導に当たっている。 

 

 同じ地域に住む子どもたちがお互いを理解して育

つことが大事である。高等学校については、地域を

離れてそれぞれの高等学校に行くことや入学者選抜

を経て入学しているために、障害の状況にあまり気

付かずに高等学校で生活を送っていた事実があった

と考えている。高等学校での個別の指導計画の作成

率は 11.3％ではあるが、指導をしていないのではな

く、生徒指導の中で個別に行われている。今後、特

別支援教育を効果的に進めるために、個別の指導計

画の作成の大切さを啓発するとともに、高等学校の

生徒も地域の生徒であるという考え方の下に、地域

の支援体制であるケース会議の中で高校生も含めな
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質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 

＜家庭における教育力の向上＞ 

（天野（一）委員） 

 家庭教育実態調査の結果で何がみえてきたのか。

何が問題となっているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

 家庭教育実態調査の結果から学校と家庭とがどの

ような連携を行っていくのか。 

 家庭教育に教育委員会が関わっていくことに限界

があることから、他の部局との連携も必要であると

思われる。今度の支援に関する構想を知りたい。 

 

 

 

＜読書県しずおか＞ 

（天野（一）委員） 

 環境整備が平成 23 年度どのように進んだのか。ま

た、どのような読書県しずおかを目指しているのか。 

 

 

 

 

 

 

（再質問） 

 学校現場にも反映されているのか。 

 

がら指導していきたい。 

 

（社会教育課長） 

 ほとんどの親が悩みを持っているが、ないと答え

る少数回答にも着目し、ないと自信を持っているが

故に起こる弊害もあるのではないかと考えている。

また、親が持つ悩みをいかに小さなうちに解決して

いくかも重要な点ととらえている。なお、親は悩み

の解決策として、人を介して行うことを望んでおり、

気持ちを理解して話を聞いてもらう、地域の中で親

同士の仲間づくりや情報交換をしたいなど、親の求

めている具体的な姿が見えた。一方で、子どもの家

庭教育について、ゆとりを持って行っていると答え

た者は、地域でのつながりが深いと答えている例が

多く、一定の相関関係が見えたことから、地域を含

めた支援体制づくりも家庭教育支援にとって必要で

あると考えている。この調査は、小学生保護者を対

象に実施しており、平成 24 年度は、中学生保護者に

実施している。 

 

 ＰＴＡを媒体として人との関わりをつくる試みを

始めている。事業化されていないが、いくつかの学

校の協力を得て、親同士で悩みを相談し合ったり、

より良い解決策を互いに出し合うなどの場をつくろ

うと努めているところである。 

 また、学校との連携では、学校の懇談会や学校が

保護者を招集する際にも、実施することが可能と考

えており、学校の理解をいただきながら進めている。 

 

（社会教育課長） 

 読書県しずおかが目指すものは、子どもの段階で

読書に触れ、生涯に渡って読書に親しむ人をつくる

ことである。平成 16 年度から事業を開始したことか

ら、現在の高校生までがこの計画で対象となった世

代である。１週間に一度は家庭で読書をする割合、

一か月の目標読書冊数、読書アドバイザーの養成、

読書ボランティアの数、司書の配置等の分野で向上

が見られる。 

 

（学校教育課小中学校教育室長） 

図書館教育の小中学校の現状として、読書の調査



- 14 - 

質問要旨 （質問者） 答弁要旨 （答弁者） 

 

 

 

 

 

 

＜農業体験推進事業＞ 

（天野(一)委員） 

 農業や地域の環境に対する理解のため農業体験活

動について、小、中学校は何校実施しているか。ま

た、今後、農業体験を全県的に広げるのか。 

 農業や土に親しむことが大事であるとの趣旨で施

策を進めてきたはずである。事業仕分けにおいても

堂々とひるまず進めてもらいたい。（要望） 

 

＜課題を有する教員への対応＞ 

（森委員） 

 課題を有する教員の状況についてうかがう。 

 

 

 

 

 

＜地域における通学合宿推進事業＞ 

（森委員） 

 地域で子どもを育てる環境づくり、子ども同士の

交流など、様々な面で大きな効果がある。県西部地

域での実施が少ないが理由は何か。また、県内全校

実施を目指すのか、今後の方針や現状についてうか

がう。 

 

を実施している。全校一斉読書については、小学校

517 校中 504 校、中学校 265 校中 257 校、高等学校

97 校中 81 校が実施している。また、保護者や地域の

読書ボランティアを、小学校 491 校、中学校 63 校、

高等学校 10 校で活用している。今後も子どもの心を

育てる図書館活動を展開していく。 

 

（学校教育課高校教育室長） 

 農業関係の高等学校が拠点校となり、地域の小、

中学校や特別支援学校等と連携して、遊休農地や耕

作放棄地等を活用し、農業のノウハウや喜び、大変

さ等を小、中学生に伝えている。本年度の事業仕分

けにより見直し・縮小との評価であった。今後、農

協やＮＰＯとの連携を踏まえ、事業を計画していく。 

 

 

（事務局参事兼学校人事課長） 

平成14年度から実施している指導力不足教員への

対応を含め、平成 18 年度からは、職務を遂行する上

で課題を有する者の把握や適切に対応している。平

成 23 年度は、校内において継続的な指導を要する教

員については把握できたが、指導力不足教員審査会

にあがるまでの教員はいない。 

 

（社会教育課長） 

 通学合宿は社会総がかりで子どもを育成する機運

を醸成する事業と考えており、学校単位ではなく、

地域単位で進められている。本事業を広めるため、

自治体組織への広報や、実施する施設に高校の合宿

所を使用する方法等も紹介し、実施が困難で少なか

った地域への啓発にも力を入れている。また、どの

ように実施してよいのか分からないとの声もあり、

平成 23 年度において、実施するための手続、補助金

の申請方法や安全対策などをまとめた冊子を作成し

て各地域に配布し、啓発に努めた。通学合宿は、全

校一律に実施することは考えてはおらず、地区ごと

の状況に合わせて進めていく。なお、実施上の課題

として人材不足があげられており、夜間に子どもた

ちと過ごせる若者がいないとの声もあることから、

県が養成している青少年リーダーの活用を促すこと

を検討している。 
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